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協会インフォメーション

　本誌の掲載記事の中に該当するキーワードがあります。3文
字でお答えください。抽選で10名の方に弊協会ノベルティー
グッズを進呈します。（正解は、「新春号」で発表）
　※当選発表は、景品の発送をもって代えさせていただき
ます。　　〔 応募締め切り：平成26年12月20日受付分 〕

【ご応募方法】    URL http://www.hochan.jp

　弊協会のホームページに掲載の
“「でんき保安」発行のお知らせ”に
ある「クイズ応募フォーム」から以
下の必要項目を入力しご応募くだ
さい。

　① クイズの答え 
　②「でんき保安」誌をご覧になっての感想
　③ お名前、景品の送り先ご住所
　　　※なお、お送りいただいた個人情報は、
　　　　景品発送のみに使用します。

弊協会は、みなさまとともに“電気使用の安全確保”に取り組みます。
＜このコーナーは、設備診断技術研究会資料を弊協会が分かりやすく解説したものです＞

設備診断技術研究会は、昭和58年に社団法人日本電気技術者協会北海道支部の調査、研
究部門組織として設立され、北海道における電気技術者の保安技術の向上を図ることを目
的に電気事故の原因調査及び防止に係る調査研究などを行っている組織です。
研究会の報告書を参考に、事故防止に努めましょう！

◎ 3文字 →

クイズ
問 題

クイズに答えて
応募しよう！

■ひとこと■
　雷対策として有効なのが、避雷器の設置です。電気設備の技術基準では需要場所の引込口に、雷電圧による電気設備
の損壊を防止できるように避雷器の設置を求めています。500kW以上の設備に対しては設置を義務付けていますが、
500kW未満の需要設備の場合は義務化されていないため省略されるケースが多いようです。避雷器は電気設備の損傷
を防止するだけでなく波及事故の防止にも効果的ですので、未設置の場合は是非設置されることをお勧めします。

初夏号クイズの答え

　　　　　受変電設備の引込口などに設置し、落雷な
どにより高電圧が侵入したとき、機器の損傷を防ぐため
大地に放電する機器を○○○といいます。○に当てはま
る語句をお答えください。

（ヒント：でんきの専門用語集：1ページ）

平成27年4月１日から太陽電池発電所の点検頻度が変わります！

■点検頻度の変更（改正点）

　「電気使用安全月間」行事として、弊協会で
は、電気の安全な使い方をより多くの方にお
伝えするため、道内事業所の所在地36か所
で街頭キャンペーンを実施しました。
　街頭では、電気安全メッセージ入りのうちわ

などを配布したほか、アンケートによる電気の
安全な使い方についてご説明させていただき
ました。

札幌東急百貨店前（8月1日）

「電気使用安全月間」行事　～全道各地で街頭キャンペーンを実施

（1）事故当時は雷雨が発生する天候でした。午後10時頃、電力会社の配電用変電所に設置さ
れている地絡方向継電器（DGR）が動作し、配電用の遮断器が開放されました。これによ
り、当該配電線による電気の供給が停止し、広範囲に停電する波及事故となりました。

（2）その後、電力会社による事故調査の結果、当該事業場が波及事故の原因と判明し午前0時
頃、電力会社の分岐開閉器を開放、事故の原因となった当該事業場を切り離し停電は解消
されました。

（3）翌日、当該事業場の受電設備を点検した結果、区分開閉器のR相の絶縁抵抗がOMΩであ
ることが判明、それ以外は異常がないことが分かりました。

（1）当該開閉器は1997年製で、製造後17年経過したものでした。
（2）事故の3か月前に年次点検を実施したが、目視点検および各種測定では開閉器本体と保護

装置には異常は見られませんでした。

（1）自然現象（雷）
（2）後日メーカーで調査したところガス漏れは無かったが、開閉器内部の機器が焼損している

ことが分かりました。
（3）事故発生時の天候状況から誘導雷が原因と判断されました。
　　※電気事故報告書を作成する際に用いられる原因分類表による自然現象（雷）
　　　⇒直撃雷または誘導雷によるもの

（1）避雷器を設置する。

事故の状況

保守点検
状況等

原因

事故の
防止対策

「設備診断技術研究会」って
なぁーに？

事故を起こした開閉器 開閉器内部 焼損した機器（ZPC）

設備診断技術研究会資料を読み解く！

誘導雷により高圧ガス開閉器内部の
機器が絶縁破壊して地絡

誘導雷により高圧ガス開閉器内部の
機器が絶縁破壊して地絡

なぜ電気
事故が起

きたのか

初夏号のクイズの答えは、「自主保安」でした。ご応募いただき、ありがとうございました

パネル、パワーコンディショナー

変更なし

太陽電池発電所の
受変電設備

表
を
参
照

【現行】
６か月に１回
【変更後】
２か月～６か月に一回

　平成26年3月31日付けで、関連する経済産業省告示等が改正され、外部委託制度を用いる場合の太陽電池発電設備の

点検頻度が見直されました。新たな点検頻度は平成27年4月1日から適用されます。詳細については経済産業省のホーム

ページをご覧下さい。

点検か所
（平成15年経済産業省告示第249号4条）

点検周期

平成27年
3月31日まで 平成27年4月1日から

パネル、パワーコンディショナー 6か月 6か月（変更なし）

太陽電池
発電所専用の
受変電設備

第六号　ただし書に
準ずるもの

6か月

6か月 更に下記の条件が
加わると…

　一か月の延伸

随時監視制御方式
or

遠隔常時監視
制御方式採用

＋
連絡体制の確立

6か月
（延伸なし）

第六号　本文及び第
九号に準ずるもの 4か月 5か月

第七号　イからホま
での設備条件の全て
に適合する信頼性の
高いもの又は低圧受
電のもの

3か月 4か月

上記以外 2か月 3か月
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